
令和８年４月１日以降の基本使用料について 

■基本使用料 

   

 

                                                   

 

使用区分 施設種別 基本使用料（冷暖房使用料含む） 

※１時間当たり 

１.営利（営業、宣伝その他

の商行為をいう。以下同

じ。）を目的とする場合 

健診ホール 4,470 円 

健康増進室１ 1,180 円 

健康増進室２ 1,120 円 

健康増進室３ 1,210 円 

調理実習室 1,180 円 

２.営利を目的としない

が、入場料又はこれに類す

る料金を徴収する場合 

健診ホール 3,210 円 

健康増進室１ 980 円 

健康増進室２ 930 円 

健康増進室３ 1,000 円 

調理実習室 980 円 

３.その他 健診ホール 1,680 円 

健康増進室１ 440 円 

健康増進室２ 420 円 

健康増進室３ 450 円 

調理実習室 440 円 


